
 

 

  
 
 

 

 

森林を活用した脱炭素社会の実現に向けた包括連携協定の締結について 

～島根県内での森林由来のＪ－クレジットの創出・活用を加速します～ 

 

ENEOS株式会社、島根県、島根県森林組合連合会、一般社団法人島根県森林協会、 

公益社団法人島根県林業公社は、森林を活用した脱炭素社会の実現に向けた包括連携協定

（以下、「本協定」）を本日締結しました。 

本協定において、5 者は、島根県の豊かな森林資源を背景に森林由来の J-クレジット

の創出・活用を島根県全域で加速することで、カーボンニュートラル社会の実現を目指し

ます。 ※詳細は別紙のとおり 

《参考》Ｊ-クレジット 

適切な森林管理などによる CO2の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。 

 

 

 

 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 7 年度版））        

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf 

（島根創生計画［第２期］） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf 

島根創生計画〔第２期〕 

Ⅰ活力ある産業をつくる 

 １魅力ある農林水産業づくり 

  （２）林業の振興（P.20） 

島根県  農林水産部 森林整備課   

担当者名 三島・林 

TEL     0852-22-5178               

Email   shinrin-keikaku 

@pref.shimane.lg.jp 

 

プレスリリース 令和７年８月 29日（金） 

 

島根県 
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